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◎
一
監
護
親
に
対
し
非
監
護
親
が

子
と
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を

許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命

ず
る
審
判
に
基
づ
き
間
接
強
制

決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
さ
れ
た
事
例
（
①
事
件
）

二
非
監
護
親
と
子
が
面
会
交
流

を
す
る
こ
と
を
定
め
る
調
停
調

書
に
基
づ
き
間
接
強
制
決
定
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ

た
事
例
（
②
事
件
）

間
接
強
制
決
定
に
対
す
る
抗
告
審
の
取
消

決
定
等
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
最
高

裁
平
二
四
翻
四
一
号
、
平
2
5
.
3
.
2
8
-

小
法
廷
決
定
、
抗
告
棄
却
、
裁
判
集
民
事

①
登
載
予
定

原
々
審
高
知
家
裁
平
二
四
扇
ロ
一

0
0
三

号
、
平
2
4
.
6
．
認
決
定
、
原
審
高
松
高

裁
平
二
四
例
一

0
0号
、
平
2
4
.
9
.
2
4

決
定一

平
成
二
四
年
翻
第
四
一
号
事
件
（
①

事
件
。
以
下
「
四
一
号
事
件
」
と
い
う
。
）
、

平
成
二
四
年
罰
第
四
七
号
事
件
（
②
事
件
。

以
下
「
四
七
号
事
件
」
と
い
う
。
）
は
、
い

ず
れ
も
、
未
成
年
者
の
父
が
、
未
成
年
者
を

単
独
で
監
護
す
る
母
に
対
し
、
面
会
交
流
に

係
る
審
判
（
四
一
号
事
件
）
、
面
会
交
流
を

す
る
こ
と
を
定
め
た
調
停
調
書
（
四
七
号
事

件
）
に
基
づ
き
、
間
接
強
制
決
定
の
申
立
て

を
し
た
事
案
で
あ
る
。
両
事
件
に
お
い
て

は
、
両
事
件
の
決
定
が
さ
れ
た
の
と
同
日
で

あ
る
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
に
決
定
が
さ

れ
た
平
成
二
四
年
罰
第
四
八
号
事
件
（
本
号

前
掲
三
九
。
以
下
「
四
八
号
事
件
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
と
同
旨
の
華

準
に
基
づ
き
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た
。

ニ
四
一
号
事
件
に
お
い
て
、
末
成
年
者

の
父
で
あ
る

Xlと
母
で
あ
る

Ylは
、
平
成
一

二
年
―
―
―
月
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
平
成
一

四
年
九
月
に
長
男
を
、
平
成
一
八
年
七
月
に

二
男
を
も
う
け
た
。
平
成
二
四
年
二
月
、

Yl

に
対
し
、

Xlと
未
成
年
者
ら
が
一
箇
月
に
二

回
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に
、
一
回
に
つ
き

六
時
間
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
す
る
審
判
が
さ
れ

こ。t
 ま

た
、
四
七
号
事
件
で
は
、

Xzと
YZは、

平
成
八
年
―
二
月
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
平

成
一
三
年
四
月
に
長
男
を
、
平
成
一
七
年
六

月
に
二
男
を
も
う
け
た
。
平
成
ニ
―
年
―
二

月、

Xzと
YZと
の
間
で
未
成
年
者
ら
の
面
会

交
流
に
つ
い
て
調
停
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
調
停
調
書
に
は
、
①

Yz
は、

Xz
に
対

し
、
長
男
と
二
箇
月
に
一
回
程
度
、
原
則
と

し
て
第
三
土
曜
日
の
翌
日
に
、
半
日
程
度

（
原
則
と
し
て
午
前
―
一
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
）
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

た
だ
し
、
最
初
は
一
時
間
程
度
か
ら
始
め
る

こ
と
と
し
、
長
男
の
様
子
を
見
な
が
ら
徐
々

に
時
間
を
延
ば
す
こ
と
と
す
る
、
②

Yzは、

前
項
に
定
め
る
面
会
交
流
の
開
始
時
に
所
定

の
喫
茶
店
の
前
で
未
成
年
者
を

Xz
に
会
わ

せ、

XZは
終
了
時
間
に
同
場
所
に
お
い
て
長

男
を

Yzに
引
き
渡
す
こ
と
を
当
面
の
原
則
と

す
る
。
た
だ
し
、
面
会
交
流
の
具
体
的
な
日

時
、
場
所
、
方
法
等
は
、
長
男
の
福
祉
に
慎

重
に
配
慮
し
て
、
協
議
し
て
定
め
る
な
ど
の

条
項
が
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
事
件
に
つ
い

て
も
、
面
会
交
流
が
実
現
し
な
か
っ
た
た

め、

Xl、
Xzが
間
接
強
制
決
定
の
申
立
て
を

し
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
そ
れ
ら
審
判
、
調

停
調
書
に
お
い
て
、
監
護
親
で
あ
る

Yl、
YZ

の
義
務
内
容
の
特
定
が
な
い
旨
な
ど
を
述
べ
．

て
、
間
接
強
制
決
定
の
申
立
て
を
却
下
す
べ

き
も
の
と
し
た
。

三
最
高
裁
は
、
四
一
号
事
件
、
四
七
号

事
件
の
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
四
八

号
事
件
と
同
様
の
基
準
で
あ
る
、
面
会
交
流

の
日
時
又
は
頻
度
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間

の
長
さ
、
子
の
引
渡
し
の
方
法
等
が
具
体
的

に
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
監
護
親
が
す
べ
き

給
付
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い

え
る
場
合
は
、
審
判
、
調
停
調
書
に
基
づ
き

監
護
親
に
対
し
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し

こ。t
 そ

し
て
、
四
一
号
事
件
に
つ
い
て
は
、
面

会
交
流
の
頻
度
や
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の

長
さ
は
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
も
の

の
、
未
成
年
者
の
引
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て

は
何
ら
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
、
給

付
が
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

ず
、
間
接
強
制
決
定
の
申
立
て
が
で
き
な
い

と
し
た
。

ま
た
、
四
七
号
事
件
に
つ
い
て
は
、
面
会

交
流
の
頻
度
や
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の

長
さ
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
部

分
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
「
最
初

は
一
時
間
程
度
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
、
末

成
年
者
の
様
子
を
見
な
が
ら
徐
々
に
時
間
を

延
ば
す
こ
と
と
す
る
。
」
と
し
て
、
最
終
的

に
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
必
ず
し
も
特
定
し

て
い
な
い
と
い
え
る
こ
と
や
、
面
会
交
流
の

具
体
的
な
日
時
、
場
所
、
方
法
等
に
つ
い
て

は
、
協
議
し
て
定
め
る
と
い
う
条
項
が
あ
る

こ
と
を
も
指
摘
し
て
、
調
停
調
書
は
、
面
会

交
流
の
大
枠
を
定
め
、
そ
の
具
体
的
な
内
容

は
、
協
議
で
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

と
い
え
、
給
付
が
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
ず
、
間
接
強
制
決
定
の
申
立
て
が

で
き
な
い
と
し
た
。

四
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
つ
い
て
、
四
一
号
事
件
で
示
さ
れ

て
い
る
基
準
は
四
八
号
事
件
で
示
さ
れ
て
い

る
の
と
同
じ
基
準
で
あ
り
、
四
七
号
事
件
で

示
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
れ
と
同
旨
の
基
準
で

あ
る
と
い
え
る
。
四
八
号
事
件
、
四
一
号
事

件
は
、
審
判
に
基
づ
く
間
接
強
制
決
定
が
問

題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
七

号
事
件
は
、
調
停
調
書
に
基
づ
く
間
接
強
制

決
定
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
最
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高
裁
は
、
面
会
交
流
を
定
め
た
審
判
と
調
停

調
書
を
区
別
せ
ず
、
同
旨
の
基
準
に
よ
り
、

間
接
強
制
決
定
の
可
否
が
問
題
と
な
る
と
し

た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
調
停
に
お
い
て

は
、
具
体
的
な
定
め
を
し
つ
つ
も
、
間
接
強

制
を
し
な
い
旨
を
合
意
す
る
こ
と
も
あ
り
得

な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が

あ
る
場
合
を
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
と
し

て
示
し
て
い
る
。

五
間
接
強
制
決
定
が
で
き
る
場
合
と
し

て
最
高
裁
で
示
さ
れ
た
「
面
会
交
流
の
日
時

又
は
頻
度
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の
長

さ
、
子
の
引
渡
し
の
方
法
等
が
具
体
的
に
定

め
ら
れ
て
い
る
な
ど
監
護
親
が
す
べ
き
給
付

の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
る

場
合
」
の
該
当
性
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、

四
一
号
事
件
、
四
七
号
事
件
の
審
判
、
調
停

調
書
の
条
項
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
、
監
護

親
が
す
べ
き
給
付
が
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
。
い
ず
れ
の
事
件

に
お
い
て
も
、
面
会
交
流
の
内
容
の
一
部
は

特
定
し
て
い
る
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
最
高
裁
は
、
基
準
を
比
較
的
厳
格
に
解

し
、
監
護
親
の
す
べ
き
給
付
が
十
分
に
特
定

さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
お
り
、
最
高
裁
が
示

し
た
基
準
に
対
す
る
具
体
的
な
適
用
事
例
と

し
て
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
通
常
の
民
事
事
件
に
お
い
て
、
和
解

調
書
等
が
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
と
し
て

認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
「

．．
 
円
を
支
払

う
」
な
ど
の
給
付
の
意
思
を
示
す
給
付
文
言

が
必
要
で
あ
り
、
義
務
を
確
認
す
る
条
項
の

み
で
は
、
債
務
名
義
と
な
ら
な
い
と
も
い
わ

（
仮
名
）

れ
る
。こ

れ
に
対
し
、
四
七
号
事
件
に
お
い
て
、

最
高
裁
は
、
調
停
調
書
で
面
会
交
流
を
す
る

こ
と
を
「
認
め
る
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
そ
の
債
務
名

義
性
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ

た
。
こ
れ
は
、
面
会
交
流
に
つ
い
て
は
、
未

成
年
者
が
関
与
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
調
停
条

項
に
お
い
て
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
「
認

め
る
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
と
し
て
も
、
「
認
め
る
」
と
の
文
言
の

使
用
が
、
給
付
の
意
思
の
有
無
に
つ
い
て
の

決
定
的
な
要
素
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
の

考
え
方
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
、
こ
の
決
定
と
同

様
の
考
え
方
に
立
つ
下
級
審
裁
判
例
（
大
阪

高
決
平
1
9
.
6
.
7
判
タ
―
二
七
六
・
三
三

八
）
等
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
今
後
、
調
停
条
項
の
作
成
に
当
た
り
、

そ
れ
を
債
務
名
義
と
す
る
こ
と
を
意
図
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
の
な
い
文
言
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

七
本
件
の
両
事
件
は
、
面
会
交
流
に
関

す
る
審
判
、
調
停
調
書
に
基
づ
き
間
接
強
制

決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
具
体
的
な
事

例
を
示
し
た
も
の
と
し
て
実
務
の
参
考
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

八
参
照
条
文
＞

一
、
二
に
つ
き
、
民
法
七
六
六

条
ー
、
家
事
審
判
法
（
平
二

三
法
五
三
号
に
よ
る
廃
止
前

イ

の
も
の
）
一
五
条
、
家
事
事

件
手
続
法
七
五
条
、
民
執
法

一
七
二
条
ー

ニ
に
つ
き
、
家
事
審
判
法
（
平

二
三
法
五
三
号
に
よ
る
廃
止

前
の
も
の
）
ニ
―
条
ー
た
だ

し
書
、
家
事
事
件
手
続
法
二

六
八
条
ー

①
 

八

当

事

者

＞

抗

告

人

Xl

相

手

方

Yl

【
主
文
】
本
件
抗
告
を
棄
却
す
る
。

抗
告
費
用
は
抗
告
人
の
負
担
と
す
る
。

【
理
由
】
抗
告
人
の
抗
告
理
由
に
つ
い
て

一
本
件
は
、
未
成
年
者
の
父
で
あ
る
抗
告
人

が
、
未
成
年
者
の
母
で
あ
り
、
未
成
年
者
を
単
独

で
監
護
す
る
相
手
方
に
対
し
、
抗
告
人
と
未
成
年

者
と
の
面
会
及
び
そ
の
他
の
交
流
（
以
下
「
面
会

交
流
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
判
に
基
づ
き
、
間

接
強
制
の
申
立
て
を
し
た
事
案
で
あ
る
。

二
原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
概

要
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
抗
告
人
と
相
手
方
は
、
平
成
―
二
年
―
二

月
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
平
成
一
四
年
九
月
に
長

男
を
、
平
成
一
八
年
七
月
に
二
男
を
も
う
け
た
。

③
平
成
二
四
年
二
月
、
高
知
家
庭
裁
判
所
に

お
い
て
、
相
手
方
に
対
し
、
抗
告
人
と
長
男
及
び

二
男
が
、
一
箇
月
に
二
回
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日

に
、
一
回
に
つ
き
六
時
間
面
会
交
流
を
す
る
こ
と

を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
す
る
審
判
が

さ
れ
、
同
審
判
は
、
同
年
三
月
確
定
し
た
（
以

下
、
こ
の
審
判
を
「
本
件
審
判
」
と
い
い
、
上
記

の
面
会
交
流
を
命
じ
た
条
項
を
「
本
件
条
項
」
と

い
う
。
）
。

③
抗
告
人
と
長
男
及
び
二
男
と
の
面
会
交
流

は
、
本
件
審
判
後
、
平
成
二
四
年
三
月
に
二
回
行

わ
れ
た
が
、
同
年
四
月
以
降
は
行
わ
れ
て
い
な

、A
0

＞
 ④

抗
告
人
は
、
平
成
二
四
年
五
月
、
高
知
家

庭
裁
判
所
に
対
し
、
本
件
審
判
に
基
づ
き
、
相
手

方
に
対
し
本
件
条
項
の
と
お
り
抗
告
人
が
長
男
及

び
二
男
と
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
命
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
義
務
を

履
行
し
な
い
と
き
は
相
手
方
が
抗
告
人
に
対
し
一

定
の
金
員
を
支
払
う
よ
う
命
ず
る
間
接
強
制
決
定

を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。

三
原
審
は
、
本
件
審
判
は
、
面
会
交
流
の
大

枠
を
定
め
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
相
手
方
が
履
行

す
べ
き
義
務
内
容
が
具
体
的
に
特
定
さ
れ
て
い
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
審
判
に
基
づ
き

間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

こ。f
 四

①
子
を
監
護
し
て
い
る
親
（
以
下
「
監
護

親
」
と
い
う
。
）
と
子
を
監
護
し
て
い
な
い
親

（
以
下
「
非
監
護
親
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、

非
監
護
親
と
子
と
の
面
会
交
流
に
つ
い
て
定
め
る

場
合
、
子
の
利
益
が
最
も
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
（
民
法
七
六
六
条
一
項
参
照
）
、
面

会
交
流
は
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
条

項
に
基
づ
き
、
監
護
親
と
非
監
護
親
の
協
力
の
下

で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
一
方
、
給
付

を
命
ず
る
審
判
は
、
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
と

同
一
の
効
力
を
有
す
る
（
平
成
二
三
年
法
律
第
五

三
号
に
よ
る
廃
止
前
の
家
事
審
判
法
一
五
条
）
。

監
護
親
に
対
し
、
非
監
護
親
が
子
と
面
会
交
流
を

す
る
こ
と
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命
ず
る
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裁
判
官

金
築

審
判
は
、
少
な
く
と
も
、
監
護
親
が
、
引
渡
場
所

に
お
い
て
非
監
護
親
に
対
し
て
子
を
引
き
渡
し
、

非
監
護
親
と
子
と
の
面
会
交
流
の
間
、
こ
れ
を
妨

害
し
な
い
な
ど
の
給
付
を
内
容
と
す
る
も
の
が
一

般
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
性

質
上
、
間
接
強
制
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
監
護
親
に
対
し
非
監

護
親
が
子
と
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
命
ず
る
審
判
に
お
い
て
、
面
会

交
流
の
日
時
又
は
頻
度
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間

の
長
さ
、
子
の
引
渡
し
の
方
法
等
が
具
体
的
に
定

め
ら
れ
て
い
る
な
ど
監
護
親
が
す
べ
き
給
付
の
特

定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
る
場
合
は
、

上
記
審
判
に
基
づ
き
監
護
親
に
対
し
間
接
強
制
決

定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。②

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
条

項
は
、
一
箇
月
に
二
回
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に

面
会
交
流
を
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
一
回
に
つ

き
六
時
間
面
会
交
流
を
す
る
と
し
て
、
面
会
交
流

の
頻
度
や
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の
長
さ
は
定
め

ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
も
の
の
、
長
男
及
び
二
男

の
引
渡
し
の
方
法
に
つ
い
て
は
何
ら
定
め
ら
れ
て

は
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
審
判
に
お
い
て

は
、
相
手
方
が
す
べ
き
給
付
が
十
分
に
特
定
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
本
件
審
判
に
基
づ

き
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
こ
れ
と
同
旨
の
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と

し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
旨
は
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文

の
と
お
り
決
定
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官
櫻
井
龍
子

抗
告
人
の
抗
告
理
由
八
略
＞

②
 

八

当

事

者

＞

抗

告

人

Xz

同
代
理
人
弁
護
士

小

野

相

手

方

Yz

同
代
理
人
弁
護
士

渡

邊

【
主
文
】
本
件
抗
告
を
棄
却
す
る
。

抗
告
費
用
は
抗
告
人
の
負
担
と
す
る
。

【
理
由
】
抗
告
代
理
人
小
野
直
樹
の
抗
告
理
由

に
つ
い
て

一
本
件
は
、
未
成
年
者
の
父
で
あ
る
抗
告
人

が
、
未
成
年
者
の
母
で
あ
り
、
未
成
年
者
を
単
独

で
監
護
す
る
相
手
方
に
対
し
、
抗
告
人
と
相
手
方

と
の
間
で
成
立
し
た
抗
告
人
と
未
成
年
者
と
の
面

会
及
び
そ
の
他
の
交
流
（
以
下
「
面
会
交
流
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
の
合
意
を
記
載
し
た
調
停
調

書
に
基
づ
き
、
間
接
強
制
の
申
立
て
を
し
た
事
案

で
あ
る
。

二
原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
概

要
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
抗
告
人
と
相
手
方
は
、
平
成
八
年
―
二
月

に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
平
成
一
三
年
四
月
に
長
男

を
、
平
成
一
七
年
六
月
に
二
男
を
も
う
け
た
。

②
平
成
一
九
年
三
月
、
抗
告
人
と
相
手
方
は

別
居
し
、
そ
の
後
は
、
相
手
方
が
長
男
及
び
二
男

を
監
護
し
て
い
る
。

③
平
成
ニ
―
年
―
二
月
、
福
島
家
庭
裁
判
所

郡
山
支
部
に
お
い
て
、
抗
告
人
と
相
手
方
と
の
間

で
抗
告
人
と
長
男
及
び
二
男
と
の
面
会
交
流
に
つ

誠
志

横

田

尤

孝

白

木

勇

真 直

山
浦
善
樹
）

也 樹

い
て
調
停
が
成
立
し
た
。
そ
の
調
停
調
書
（
以
下

「
本
件
調
停
調
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
よ

う
な
条
項
（
以
下
「
本
件
調
停
条
項
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
。

ア
相
手
方
は
、
抗
告
人
に
対
し
、
長
男
と
、

二
箇
月
に
一
回
程
度
、
原
則
と
し
て
第
三
土
曜
日

の
翌
日
に
、
半
日
程
度
（
原
則
と
し
て
午
前
一
―

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
面
接
を
す
る
こ
と
を
認

め
る
。
た
だ
し
、
最
初
は
一
時
間
程
度
か
ら
始
め

る
こ
と
と
し
、
長
男
の
様
子
を
見
な
が
ら
徐
々
に

時
間
を
延
ば
す
こ
と
と
す
る
。

イ
相
手
方
は
、
前
項
に
定
め
る
面
接
の
開
始

時
に

a
県
b
市
の
C

通
り
の
喫
茶
店
の
前
で
長
男

を
抗
告
人
に
会
わ
せ
、
抗
告
人
は
終
了
時
間
に
同

場
所
に
お
い
て
長
男
を
相
手
方
に
引
き
渡
す
こ
と

を
当
面
の
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
面
接
交
渉
の

具
体
的
な
日
時
、
場
所
、
方
法
等
は
、
子
の
福
祉

に
慎
重
に
配
慮
し
て
、
抗
告
人
と
相
手
方
間
で
協

議
し
て
定
め
る
。

ウ
抗
告
人
と
相
手
方
は
、
上
記
ア
に
基
づ
く

一
回
目
の
面
接
交
渉
を
、
平
成
二
二
年
一
月
末
日

ま
で
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

工
抗
告
人
と
相
手
方
は
、
二
男
に
つ
い
て

は
、
将
来
的
に
長
男
と
同
様
の
面
接
交
渉
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
、
面
接
交
渉

の
是
非
、
方
法
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
な
お
、

こ
の
協
議
は
、
本
調
停
成
立
日
の
一
年
後
を
目
安

と
し
て
始
め
、
そ
の
後
は
二
男
の
成
長
に
配
慮
し

な
が
ら
適
宜
行
い
、
双
方
は
、
二
男
の
面
接
交
渉

の
開
始
に
向
け
て
真
摯
に
協
力
す
る
こ
と
と
す

る。
④
抗
告
人
は
、
平
成
二
二
年
一
月
、
上
記
③

イ
の
喫
茶
店
に
お
い
て
長
男
と
面
会
交
流
を
し
た

が
、
そ
の
後
、
長
男
と
の
面
会
交
流
は
実
現
し
て

い
な
い
。

⑥
抗
告
人
と
相
手
方
は
、
平
成
二
二
年
―
二

月
、
仙
台
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
、
訴
訟
に
お
け

る
和
解
に
よ
り
離
婚
し
、
長
男
及
び
二
男
の
親
権

者
を
相
手
方
と
定
め
る
一
方
、
上
記
③
の
合
意
内

容
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
長
男

及
び
二
男
の
福
祉
を
慎
重
に
配
慮
し
つ
つ
、
上
記

合
意
内
容
が
早
期
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る

こ
と
を
約
束
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
。

⑥
抗
告
人
は
、
平
成
二
三
年
三
月
、
相
手
方

に
対
し
、
長
男
と
の
面
会
交
流
の
再
開
及
び
二
男

と
の
面
会
交
流
に
関
す
る
協
議
の
申
入
れ
を
行
っ

た
が
、
い
ず
れ
も
実
現
し
な
か
っ
た
。

切
抗
告
人
は
、
平
成
二
四
年
四
月
、
福
島
家

庭
裁
判
所
郡
山
支
部
に
対
し
、
本
件
調
停
調
書
に

基
つ
き
、
本
件
調
停
条
項
ア
の
と
お
り
抗
告
人
と

長
男
と
の
面
会
交
流
を
さ
せ
る
こ
と
を
相
手
方
に

対
し
て
命
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
義
務
を
履
行
し

な
い
と
き
は
相
手
方
が
抗
告
人
に
対
し
一
定
の
金

員
を
支
払
う
よ
う
命
ず
る
間
接
強
制
決
定
を
求
め

る
申
立
て
を
し
た
。

三
原
審
は
、
本
件
調
停
条
項
は
、
面
会
交
流

を
す
る
こ
と
を
「
認
め
る
」
と
い
う
文
言
を
使
用

し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
相
手
方
の
給
付
の

意
思
が
明
確
に
表
示
さ
れ
た
も
の
と
直
ち
に
は
い

う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
面
会
交
流
の
内
容
に

つ
い
て
強
制
執
行
可
能
な
程
度
に
具
体
的
に
特
定

す
る
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
な
ど
と
し

て
、
本
件
調
停
調
書
に
基
づ
き
間
接
強
制
決
定
を

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

四
①
子
を
監
護
し
て
い
る
親
（
以
下
「
監
護

親
」
と
い
う
。
）
と
子
を
監
護
し
て
い
な
い
親
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（
以
下
「
非
監
護
親
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、

非
監
護
親
と
子
と
の
面
会
交
流
に
つ
い
て
定
め
る

場
合
、
子
の
利
益
が
最
も
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
（
民
法
七
六
六
条
一
項
参
照
）
、
面

会
交
流
は
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
条

項
に
基
づ
き
、
監
護
親
と
非
監
護
親
の
協
力
の
下

で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
一
方
、
給
付

の
意
思
が
表
示
さ
れ
た
調
停
調
書
の
記
載
は
、
執

行
力
の
あ
る
債
務
名
義
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

（
平
成
二
三
年
法
律
第
五
三
号
に
よ
る
廃
止
前
の

家
事
審
判
法
ニ
―
条
一
項
た
だ
し
書
、
一
五
条
）
。

監
護
親
と
非
監
護
親
と
の
間
に
お
け
る
非
監
護
親

と
子
と
の
面
会
交
流
に
つ
い
て
の
定
め
は
、
少
な

く
と
も
、
監
護
親
が
、
引
渡
場
所
に
お
い
て
非
監

護
親
に
対
し
て
子
を
引
き
渡
し
、
非
監
護
親
と
子

と
の
面
会
交
流
の
間
、
こ
れ
を
妨
害
し
な
い
な
ど

の
給
付
を
内
容
と
す
る
も
の
が
一
般
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
給
付
に
つ
い
て
は
、
性
質
上
、
間
接
強

制
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
調
停
調
書
に
お
い
て
、
監
護
親
の
給
付
の

特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
る
と
き

は
、
通
常
、
監
護
親
の
給
付
の
意
思
が
表
示
さ
れ

て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
非
監
護
親
と
監
護
親
と
の
間
で
非
監
護
親
と

子
が
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を
定
め
る
調
停
が
成

立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
調
停
調
書
に
面
会
交
流

の
日
時
又
は
頻
度
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の
長

さ
、
子
の
引
渡
し
の
方
法
等
が
具
体
的
に
定
め
ら

れ
て
い
る
な
ど
監
護
親
が
す
べ
き
給
付
の
特
定
に

欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
る
と
き
は
、
間
接

強
制
を
許
さ
な
い
旨
の
合
意
が
存
在
す
る
な
ど
の

特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
上
記
調
停
調
書
に
基

づ
き
監
護
親
に
対
し
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

抗
告
代
理
人
小
野
直
樹
の
抗
告
理
由
八
略
＞

③
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
調

停
条
項
ア
に
お
け
る
面
会
交
流
を
す
る
こ
と
を

「
認
め
る
」
と
の
文
言
の
使
用
に
よ
っ
て
直
ち
に

相
手
方
の
給
付
の
意
思
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と

す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
が
、
本
件
調
停
条
項
ア

は
、
面
会
交
流
の
頻
度
に
つ
い
て
「
二
箇
月
に
一

回
程
度
」
と
し
、
各
回
の
面
会
交
流
時
間
の
長
さ

も
、
「
半
日
程
度
（
原
則
と
し
て
午
前
―
一
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で
）
」
と
し
つ
つ
も
、
「
最
初
は
一

時
間
程
度
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
、
長
男
の
様
子

を
見
な
が
ら
徐
々
に
時
間
を
延
ば
す
こ
と
と
す

る
。
」
と
す
る
な
ど
、
そ
れ
ら
を
必
ず
し
も
特
定

し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
件
調
停
条
項
イ
に

お
い
て
、
「
面
接
交
渉
の
具
体
的
な
日
時
、
場
所
、

方
法
等
は
、
子
の
福
祉
に
慎
重
に
配
慮
し
て
、
抗

告
人
と
相
手
方
間
で
協
議
し
て
定
め
る
。
」
と
し

て
い
る
こ
と
に
も
照
ら
す
と
、
本
件
調
停
調
書

は
、
抗
告
人
と
長
男
と
の
面
会
交
流
の
大
枠
を
定

め
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
抗
告
人
と
相
手
方

と
の
協
議
で
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も
の

と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
調
停
調
書
に
お

い
て
は
、
相
手
方
が
す
べ
き
給
付
が
十
分
に
特
定

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
本
件
調
停
調

書
に
基
つ
き
間
接
強
制
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。五

以
上
に
よ
れ
ば
、
原
審
の
判
断
は
是
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

よ
っ
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文

の
と
お
り
決
定
す
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官
櫻
井
龍
子

誠

志

横

田

尤

孝

白

木

勇

裁

判

官

金

築

山
浦
善
樹
）

0
自
動
車
が
路
面
の
凍
結
に
よ
り
ス

リ
ッ
プ
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝

突
し
た
事
故
に
つ
い
て
、
道
路
の

設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
が
否
定
さ

れ
た
事
例

i 
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X
は
、
平
成
二
三
年
二
月
三
日
、
自

動
車
を
運
転
し
て

Y
市
の
市
道
を
走
行
中
、

路
面
が
凍
結
し
て
い
た
た
め
ス
リ
ッ
プ
し
て

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
て
自
動
車
を
損
傷

し
た
。そ

こ
で
、

X
は
、
本
件
市
道
の
設
置
又
は
．

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
主
張
し
、

Y
に
対

し
て
、
国
賠
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
、
損
害

賠
償
を
請
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、

Y
は
、
日
本
件
事
故
は
、

X
の
一
方
的
な
不
注
意
に
よ
り
発
生
し
た
も

の
で
あ
る
、
口
本
件
市
道
の
三
か
所
に
消
雪

剤
を
設
置
し
、
そ
の
う
ち
二
か
所
に
そ
の
旨

記
載
し
た
看
板
を
設
置
し
て
い
た
か
ら
、
道

路
管
理
上
の
瑕
疵
は
な
い
な
ど
と
主
張
し

こ。t
 一

審
松
江
地
出
雲
支
判
平

2
4
.
8
.
3

（
本
号
後
掲
五
三
）
は
、

X
の
本
訴
請
求
を

棄
却
し
た
の
で
、

X
は
、
一
審
判
決
を
不
服

と
し
て
控
訴
し
た
。

二
本
判
決
は
、
日
本
件
事
故
が
専
ら
路

面
の
凍
結
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
発
生
し
た

も
の
で
あ
る
と
の

X
の
主
張
事
実
は
、
認
め

る
に
足
り
な
い
、
口
本
件
事
故
現
場
付
近
で

は
、
路
面
凍
結
を
原
因
と
す
る
事
故
の
報
告

は
な
く
、
路
面
凍
結
が
発
生
し
易
く
な
っ
て

い
た
と
い
う
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

路
面
が
凍
結
し
て
車
両
の
運
行
に
危
険
を
来

す
客
観
的
な
蓋
然
性
は
発
生
し
て
い
な
か
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
、
口
本
件
市
道
の
三
か
所

に
凍
結
防
止
剤
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
う
ち
ニ

か
所
に
は
「
消
雪
剤
」
と
表
示
さ
れ
て
い
た

か
ら
、
本
件
市
道
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵

が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判

断
し
、
こ
れ
と
同
旨
の
一
審
判
決
は
相
当
で

あ
る
と
し
て
、

X
の
本
件
控
訴
を
棄
却
し
た
。

三
国
賠
法
二
条
関
係
訴
訟
で
は
、
道
路

に
関
す
る
判
例
が
最
も
多
く
、
多
く
の
判
例

が
集
積
さ
れ
て
い
る
（
中
路
義
彦
「
道
路
」

裁
判
実
務
大
系
⑱
五
二
九
以
下
参
照
）
。

道
路
の
設
置
・
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
「
通

常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」

を
い
う
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
最
大
判
昭

5
6
.
1
2
.
1
6
民
集
三
五
・
一

O・

―
―
―
―
六

九
、
本
誌
一

0
二
五
・
三
九
な
ど
）
、
そ
の

安
全
性
の
欠
如
の
有
無
は
、
そ
の
構
造
、
用

法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
状
況
等
諸
般
の

事
情
を
総
合
考
慮
し
て
具
体
的
、
個
別
的
に

判
断
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
安
全
性
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、

管
理
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
性
、
回
避
可
能

性
が
あ
っ
た
か
否
か
の
観
点
か
ら
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
と
し
、
通
常
の
用
法
に
即
し
な

い
行
動
の
結
果
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
は
管

- I 


